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こうとう区報では、本文の文字に見やすく読み間違えにくいユニバーサルデザインフォントを採用しています。
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▢人
次
の
条
件
を
す
べ
て
満
た
す
児

童
︵
申
込
内
容
に
よ
り
利
用
決
定
し

ま
す
︶

①
同
居
し
て
い
る
保
護
者
す
べ
て
が

休
日
保
育
日
に
就
労
し
て
い
る
こ
と

︵
産
休
中
︑
育
児
休
業
中
等
の
場
合

は
利
用
で
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ま
せ
ん
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②
区
内
の
認
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育
園
等
︵
認
可
保

育
園
︑
認
定
こ
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も
園
︑
小
規
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認
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保
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保
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︑
ま
た
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︑
平
成
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�
月
か
ら
区
内
の
認
可
保
育
園
等
の

入
所
決
定
を
受
け
て
い
る
こ
と

③
在
籍
園
で
休
日
保
育
日
に
保
育
が

行
わ
れ
て
い
な
い
こ
と

※
上
記
の
条
件
を
確
認
す
る
た
め
︑

申
請
時
に
所
定
の
証
明
書
を
提
出
し

て
い
た
だ
き
ま
す
︒

※
臨
時
休
日
保
育
は
通
常
の
保
育
と

は
職
員
体
制
が
異
な
る
た
め
︑
提
出

書
類
や
在
籍
園
か
ら
の
保
育
や
健
康

状
態
等
の
聞
き
取
り
の
結
果
︑
臨
時

休
日
保
育
の
職
員
体
制
で
は
集
団
生

活
が
難
し
い
と
判
断
さ
れ
た
場
合
は
︑

安
全
面
の
確
保
か
ら
利
用
い
た
だ
け

ま
せ
ん
︒
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﹇
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︵
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︶
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﹈
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︵
区
役
所
�
階

番
︶
※
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︒
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︶
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区
で
は
︑
正
社
員
お
よ
び
パ
ー
ト

タ
イ
ム
の
就
職
面
接
会
を
ハ
ロ
ー
ワ

ー
ク
木
場
と
共
催
し
ま
す
︒
今
回
は
︑

区
内
を
就
業
場
所
と
す
る
企
業

社
10

程
度
の
採
用
担
当
者
と
直
接
面
接
が

で
き
ま
す
※
求
人
企
業
と
求
人
内
容
︑

そ
の
他
ご
不
明
な
点
は
ハ
ロ
ー
ワ
ー

ク
木
場
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
︵
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た
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︑
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ー
ク
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お
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さ
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︶
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後
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半
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︵
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付
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修
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亀
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)
カ
メ
リ
ア
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プ
ラ
ザ
�
階
︶
▢人
正
社
員
ま
た
は

パ
ー
ト
タ
イ
ム
就
職
を
希
望
す
る
方

▢費
無
料﹇
持
ち
物
﹈履
歴
書
︵
写
真

貼
付
︶
※
面
接
は
複
数
受
け
ら
れ
ま

す
の
で
面
接
を
希
望
す
る
社
数
分
ご

用
意
く
だ
さ
い
︒

▢申
当
日
直
接
会
場
へ
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経
済
課
雇
用
支
援
担
当
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ロ
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ク
木
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事
業
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マ
ー
ケ
ッ
ト

︵
こ
ど
も
用
品
︶
出
店
者
募
集

▢時
�
月

日
︵
日
︶
午
前

時
半

19

10

～
午
後
�
時
半

▢場
テ
ィ
ア
ラ
こ
う

と
う
入
口
前
オ
ー
プ
ン
ス
ペ
ー
ス
お

よ
び
階
段
下
ス
ペ
ー
ス
︵
住
吉
�
︱

︱

︶
等
︵
小
雨
決
行
︶﹇
出
店
資

28

36

格
﹈区
内
在
住
の

歳
以
上
の
方
︵
親
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子
の
参
加
歓
迎
︶
︑
午
前
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集
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午
後
�
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半
ま
で
出
店
可
能
な
方
︑
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選
︶
︑
業
者
の
申
込
は
無

20効﹇
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﹈
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︒
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︑
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︵
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︶
消
印
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▢申
往
復
は
が
き
に
住
所
・
氏
名

︵
ふ
り
が
な
︶
・
年
齢
・
電
話
番
号
・

出
店
品
目
︵
こ
ど
も
対
象
の
品
物
の

み
︒
た
だ
し
動
植
物
・
食
品
・
危
険

物
等
は
除
く
︒
売
値
は
�
�
�
円
を

上
限
と
す
る
︶
を
記
入
し
︑
〒

︱
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﹂
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半
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午
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回
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︶
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都
立
猿
江
恩
賜
公
園
テ
ニ

ス
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︵
毛
利
�
︱

︱

�
︶
▢人
区
内
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在
住
・
在
学
の
小
学
生
︑
午
前
・
午

後
各

人
︵
抽
選
︶
▢費
無
料

▢内
江

55

東
区
テ
ニ
ス
連
盟
が
指
導
す
る
教
室
︒

経
験
の
有
無
等
に
よ
り
ク
ラ
ス
編
成

し
︑
初
心
者
に
は
や
わ
ら
か
め
の
ボ

ー
ル
を
使
用
︒
ラ
ケ
ッ
ト
を
お
持
ち

の
方
は
持
参
し
て
く
だ
さ
い
︵
天
候

に
よ
り
一
部
変
更
す
る
場
合
あ
り
︶
︒
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日
︵
日
︶
消
印
有
効

31

▢申
往
復
は
が
き
︵
)
人
)
枚
・
)

コ
ー
ス
の
み
︶
に
希
望
コ
ー
ス
︵
①

午
前
②
午
後
③
ど
ち
ら
で
も
︶
と
参

加
者
名
︵
ふ
り
が
な
︶
・
性
別
・
学

年
︵
�
月
時
点
︶
・
住
所
・
電
話
番

号
・
経
験
の
有
無
︵
有
の
場
合
は
年

数
︶
・
ラ
ケ
ッ
ト
の
有
無
を
記
入
し
︑

〒
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役
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援
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﹁
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19

～
午
後
�
時
半
︵
準
備
時
間
含
む
︶

※
詳
細
は
出
演
決
定
後
に
連
絡
し
ま

す

▢場
青
空
ス
テ
ー
ジ
︵
小
雨
決
行
︶

▢人
区
内
在
住
の
�
歳
以
上
の
お
子

さ
ん
と
保
護
者
︵
)
組
に
つ
き
お
子

さ
ん
�
人
・
保
護
者
�
人
ま
で
︶
�

組
︵
抽
選
︶
▢費
無
料

▢内
フ
ィ
ナ
ー
レ
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
区

内

児
童
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紹
介
時
に
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テ
ー
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へ

18
全
員
で
登
場
し
︑
お
子
さ
ん
に
は
パ

ネ
ル
等
を
持
っ
て
ス
タ
ッ
フ
の
お
手

伝
い
を
し
て
い
た
だ
き
ま
す
︵
天
候

に
よ
り
一
部
変
更
す
る
場
合
あ
り
︶

▢締
�
月

日
︵
日
︶
消
印
有
効

31

▢申
往
復
は
が
き
に
①
青
空
ス
テ
ー

ジ
﹁
じ
ど
う
か
ん
紹
介
コ
ー
ナ
ー
﹂

出
演
希
望
②
住
所
③
参
加
希
望
す
る

す
べ
て
の
お
子
さ
ん
・
保
護
者
の
氏

名
︵
ふ
り
が
な
︶
︑
保
護
者
は
お
子

さ
ん
と
の
関
係
︵
例
：
父
・
母
等
︶

④
お
子
さ
ん
の
年
齢
・
性
別
⑤
電
話

番
号
を
記
入
し
︑
〒

︱

区
役
所
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放
課
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課
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こ
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こ
の
春
中
学
校
を
卒
業
し
︑
江
東

区
子
ど
も
医
療
費
助
成
︵
⃝子
︶
制
度

の
受
給
が
終
了
︵

歳
に
達
し
た
日

15

以
後
の
最
初
の
�
月

日
ま
で
︶
す

31

る
方
の
う
ち
︑
次
に
該
当
す
る
方
は

心
身
障
害
者
医
療
費
助
成
︵
⃝障
︶
制

度
の
対
象
と
な
り
ま
す
の
で
︑
申
請

手
続
き
を
し
て
く
だ
さ
い
︒

﹇
対
象
と
な
る
方
﹈

次
の
い
ず
れ
か
の
手
帳
を
お
持
ち

で
︑
健
康
保
険
に
加
入
し
て
い
る
方

○
身
体
障
害
者
手
帳
)
級
・
�
級

︵
心
臓
・
腎
臓
等
内
部
障
害
に
つ

い
て
は
�
級
ま
で
︶

○
愛
の
手
帳
)
度
・
�
度

○
精
神
障
害
者
保
健
福
祉
手
帳
)
級

﹇
対
象
と
な
ら
な
い
方
﹈

○
保
護
者
等
の
所
得
が
所
得
制
限
基

準
額
を
超
え
て
い
る
方
︵
下
表
の

と
お
り
︶

○
生
活
保
護
を
受
給
中
の
方

○
健
康
保
険
の
自
己
負
担
の
な
い
施

設
に
入
所
し
て
い
る
方

﹇
申
請
に
必
要
な
も
の
﹈

○
対
象
と
な
る
方
の
身
体
障
害
者
手

帳
・
愛
の
手
帳
ま
た
は
精
神
障
害

者
保
健
福
祉
手
帳

○
対
象
と
な
る
方
の
健
康
保
険
証

○
印
鑑

○
平
成

年
)
月
)
日
時
点
で
江
東

30

区
に
お
住
ま
い
で
な
か
っ
た
方
は

保
護
者
の
平
成

年
度
住
民
税
課

30

税
︵
非
課
税
︶
証
明
書

▢問
障
害
者
支
援
課
障
害
者
福
祉
係
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�
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�
)
�
�
)
�

所得制限基準額表

4,364,000円2人

扶養親族
の数

4,744,000円

5人

3人

対象所得

5,124,000円4人

適用期間

3,604,000円0人

3,984,000円

5,504,000円

所得制限
基準額

平成29年中所得

平成30年4／1〜平成31年8／31(土)

1人

扶養親族が5人を超えるときは、
1人につき38万円を加算します。
扶養親族の中に、老人控除対象
配偶者、老人扶養親族、特定扶
養親族または控除対象扶養親族
(19歳未満の者に限る)がいると
きは、左記基準額に一定額を加
算します。医療費・社会保険料
(一律80,000円)・配偶者特別控
除等については、総所得より相
当額を控除します。

0歳児クラス10人、

1〜5歳児クラス20人

1〜5歳児クラス25人

(0歳児クラスなし)

定員

東陽3-22-1-101東陽保育園

北砂5-20-3-101
小名木川第二

保育園

東雲2-4-4-103東雲第二保育園

所在地保育園名

0歳児クラス10人、

1〜5歳児クラス30人

被災地への義援金 ありがとうございます

義援金の受付は再度延長

今年度、地域振興課および出張所窓口に多くの義援

金が寄せられました。平成31年2月までに、平成30年7

月豪雨災害は61件、総額253万425円。北海道胆振東部

地震災害は14件、73万9,021円。その他、大阪府北部地

震災害や米原市竜巻災害等あわせて87件のご支援をい

ただきました。区報掲載にてお礼とご報告に代えさせ

ていただきます。

いただきました義援金は県の配分委員会を通じて全

額被災された方々に配分されます。

なお、平成30年7月豪雨災害は平成31年6／30(日)、東

日本大震災・熊本地震災害は平成32年3／31(火)まで、

義援金の受付が延長されました。受付は、地域振興課

(区役所4階26番)のほか、郵便局からの口座振替もご

利用いただけます。引き続きご協力をお願いします。

詳細は、区ホームページをご覧ください。

▢問 日本赤十字社東京都支部江東区地区(江東区役所

地域振興課地域振興係内)☎3647-4962、℻3647-8441




